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サイクル県やまぐち Project×山口県自転車競技連盟 クリテリウムシリーズ戦 2026 

 

実施要項 
主 旨  本シリーズ戦は「誰もが、県内各地で、四季を通じて、サイクルスポーツを快適に楽しむことができる山口県」を目指す『サイクル

県やまぐち Project』と連携し、裾野を広げると共に全国に羽ばたく競技者育成の場とする。特に、小・中学生及び女性が集い

競い合える環境を提供することで各々の可能性を見出す一助になることを目的とする。 

主催 山口県自転車競技連盟 

後援 スポーツフィールドやまぐち推進協議会 

主管 山口県自転車競技連盟 地域密着型サイクルスポーツクラブ 

  

１. 日程 第 1戦 5月 2日（土） セービング・きらら浜サイクルミーティング 5月大会 DAY1 

 第 2戦 5月 3日（日） セービング・きらら浜サイクルミーティング 5月大会 DAY2 

 第 3戦 6月 20日（土） セービング・しものせきクリテリウム 

 第 4戦 10月 18日（日） セービング・しゅうなんクリテリウム 

 ※上記以外にも、今後の調整でレースがシリーズ戦に追加される場合がある。 

２. 開催地 山口県内で山口県自転車競技連盟が主催または主管開催するクリテリウム競技会の会場 

３. スケジュール 各大会の実施要項にて定める。 

４. 内容 上記の日程で独自ランキングを設け、各クラスのシリーズチャンピオンの表彰を行う。 

５. 特別規程 クリテリウムシリーズ戦 2026特別規程 

 1. 本シリーズは、山口県自転車競技連盟が主催、または主管するクリテリウム形式の競技大会において、出場した参加者

を対象にした年間ランキングで争うものである。 

 2. クリテリウムシリーズ戦として実施する競技大会は、当該年に有効な公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）競

技者ライセンス登録者のみで行われ、以下の 7 クラスを実施するものとする。 

1 バンビーノ （9歳以下、2017年以降生まれの男女） 

2 ユース U13 （10歳－12歳、2014年－2016年生まれの男女） 

3 ユース U15 （13歳－14歳、2012年－2013年生まれの男性） 

4 ユース U17 （15歳－16歳、2010年－2011年生まれの男性） 

5 エキスパート （17歳以上、2009年以前生まれの男性） 

6 レディース （13歳以上、2013年以前生まれの女性） 

7 ビギナー （12歳以上、2014年以前生まれの男女）※初心者、初級者 

 3. 年間ランキングの対象クラスは、ビギナークラスを除く 6 クラスとする。ビギナークラスは、愛好者に対しての競技普及を目的

として開催するため、年間ランキングの対象としない。 

1 バンビーノ 

2 ユース U13 

3 ユース U15 

4 ユース U17 

5 エキスパート 

6 レディース 



 

Ver.20260312 

 4. 対象大会に、1 大会でも参加すればシリーズ戦に登録される。 

 5. 各大会の対象クラス順位で 1 位から 10 位迄にポイントを与え、年間獲得ポイントの多い順にランキング認定する。同ポ

イントの場合、参加回数の多い方を優先とする。同回数の場合には、上位回数の多い方を優先とする。さらに同回数の

場合には、最終レースの上位者を優先とする。 

 ＜ポイント表＞ 

順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Point 15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 

 6. その他、各大会において特別に実施する種目は、別途に各主催者と協議して決定する。 

 7. 各戦終了後に、ランキングを集計し、山口県自転車競技連盟の WEB サイトで公開する。各戦でのリーダー表彰はする

が、最終戦終了後に各クラスの年間チャンピオンに、チャンピオンジャージを贈呈する。 

 8. シーズン途中で、シリーズ戦とするレースを追加する場合がある。 

６. 参加料 設定なし ※各大会の所定の参加料は支払いが必要です。 

７. 表彰 最終戦終了後に、各クラスの年間表彰とする。 

 賞品  WAVEONE製のシリーズチャンピオンジャージの贈呈 

 

（参考）2024 年チャンピオン贈呈のジャージ ※基本デザインは変わりません。 

 

 
 

９. お問合せ 山口県自転車競技連盟 地域密着型サイクルスポーツクラブ 

・電話  090-５３７４-８４９８ （担当・ムネヒサ） 

・メール yamaguchi98_cf@yahoo.co.jp 

  

  

  

  

  

  

（参考 1）JCF競技者ライセンスに付帯する保険について 

JCF 競技者ライセンス登録には保険が付帯します。（主に日本国内外で有効な第三者に対する賠償責任保険。ただ

し臨時登録は除く）保険の詳細については、別紙をご覧ください。（随時変更される場合があります） 

参考リンク https://jcf.or.jp/official/registration/ 

 

（参考２）山口県自転車の安全で適正な利用促進条例 

山口県では、令和 6年 10月 1日から、自転車利用者・保護者、自転車を利用する事業者、自転車貸付業者への、

「自転車損害賠償責任保険等への加入」が義務化されました。「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の利用によ

って他人の生命又は身体を害した場合に、その損害を補償する保険又は共済のことをいいます。 

参考リンク https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/life/249209_468999_misc.pdf 
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JCF 自転車事故補償制度の概要
団体総合生活補償保険(MS&AD型)「自転車搭乗中等のみ補償特約」「日常生活賠償特約」付き

JCF 自転車事故補償制度の概要
団体総合生活補償保険(MS&AD型)「自転車搭乗中等のみ補償特約」「日常生活賠償特約」付き

以下の2つの補償をセットした制度です。競技者登録者は自動加入となります。

例えば、このような事故の場合に保険金をお支払いたします

～自転車事故～～自転車事故～

自転車で通行中・練習中、歩行者にぶつか

りケガをさせてしまった。

～自転車事故による死亡～自転車事故による死亡

自転車で転倒して死亡した。

～自転車以外の日常生活上の事故～自転車以外の日常生活上の事故
・買い物中に商品を壊してしまった
・飼い犬が他人にケガをさせてしまった
・子供が友人宅でテレビを壊してしまった
・風呂の水を溢れさせ階下の家が水濡れした

～自転車事故による後遺障害
～
～自転車事故による後遺障害
～
自転車で転倒して後遺障害が生じた。

日本国内外において、自転車競技の練習
中や、家族全員の日常生活上に生じた事
故などにより、他人にケガをさせたり、
他人の物を損壊させたりして法律上の損
害賠償責任を負った場合に保険金をお支
払いたします。
○補償限度額 ：1億円（1事故あたり）
○免責（自己負担額）：なし
＊家族全員とは
①競技登録者本人 ②本人の配偶者
③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

日本国内外において、自転車に搭乗中、
或は運行中の自転車との衝突、接触の事
故によってケガをして、死亡・後遺障害
を負った場合に保険金をお支払いたしま
す。（競技者登録者本人のみ対象となり
ます）
※自転車競技中のケガ、競技を行う場所
或いは一般通行を制限し占有した状態で
の道路での練習中のケガは補償の対象外
です。

○補償限度額 ：12.4万円

＜賠償のリスク＞

自転車 対 歩行者

自転車 対 自転車

自転車 対 自動車

示談交渉サービス付

＜国内で発生した事故のみ＞
＜ケガのリスク＞

※競輪の選手、UCIプロﾁｰﾑ･ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾁｰﾑの選手は
自転車競技の練習中・大会参加中の賠償事故は補償の対象外です。

※自転車を業務で使用中の賠償事故や自動車を使用中の賠償事故

は補償の対象外となります。

＜事故発生時の連絡先について＞
（ご連絡いただく事項）

・事故日時 ・事故場所 ・事故状況 ・賠償事故の場合、被害者の氏名・住所・連絡先

（取扱代理店） 三井住友海上ｴｲｼﾞｪﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5ｰ13F

ご連絡先 電話 03-3525-7987 FAX 03-3525-7996

担当 戸口 080-3176-3088 E-mail ： masayuki.toguchi@ms-ins.com

（引受保険会社）三井住友海上火災保険株式会社

緊急時ご連絡先 0120-258-189 (24時間365日事故受付）

ご連絡時に保険契約者は公益財団法人日本自転車競技連盟とお申し出ください

事故が発生した場合、速やかに下記取扱代理店へご連絡ください。



団体総合生活補償保険（MS&AD型）「自転車搭乗中等のみ補償特約・

日常生活賠償特約」付きの補償内容について

保険金の種類

補償
地域

保険金をお支払する主な場合 保険金をお支払できない主な場合
国
内

国
外

傷
害

保
険
金

※
１

傷害死亡
保険金

○ ○

保険期間中の自転車事故によるケガ（※２）
のため、事故の発生の日からその日を含め
て180日以内に死亡された場合、傷害死亡・
後遺障害保険金額の全額を傷害死亡保険金
受取人にお支払いします。

（※３）

○保険契約者、被保険者等の故意また
は重大な過失によるケガ

○自殺行為、犯罪行為または闘争行為
によるケガ

○原因がいかなるときでも、頸部症候群
（いわゆるむち打ち症）、腰痛その他の
症状を訴えている場合に、それを裏付
けるに足りる医学的他覚所見のないも
の

○自転車を用いて競技等（※５）を行っ
ている間のケガ

など

傷害
後遺障害

保険金
○ ○

保険期間中の自転車事故によるケガのため、
事故の発生の日からその日を含めて180日
以内に後遺障害（※４）が生じた場合、後遺
障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保
険金額の100%～4%を
お支払いします。

追
加
補
償

日常

生活賠償
保険金

○ ○

保険期間中の次の偶然な事故により、他人
の生命または身体を害したり、他人の物を壊
したりして、法律上の損害賠償責任を負われ
た場合、損害賠償金及び費用(訴訟費用等)
をお支払いします。
（※６）

①本人の居住の用に供される住宅の所有、
使用または管理に起因する偶然な事故

②被保険者の日常生活に起因する偶然な

事故

○保険契約者または被保険者の故意
による損害

○被保険者の業務遂行に直接起因す
る損害賠償責任（仕事上の損害賠償責
任）

○他人から借りたり預かったりした物を
壊したことによる損害賠償責任

○被保険者と同居する親族に対する損
害賠償責任

○第三者との損害賠償に関する約定に
よって加重された損害賠償責任

など

＜保険金をお支払する場合、保険金をお支払しない主な場合＞

※１ 本制度には「自転車搭乗中等のみ補償特約」が付帯されているため、次に掲げるケガに限り、傷害保険金をお支払いたします。

①自転車に搭乗している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ

②自転車に搭乗していない被保険者が、運行中の自転車との衝突、接触によって被ったケガ

※２ 「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。

※３ すでにお支払した傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額からすでにお支払した金額を差し引いた

残額となります。

※４ 「後遺障害」とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復

できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし被保険者が症状を訴えている場合で

あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。

※５ 「競技等」とは以下の事を言います。

①自転車競技中

②自転車競技を行うことを目的とする場所において、競技に準ずる方法・態様により自転車を使用している間

③法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技している間または競技に

準ずる方法・態様により自転車を使用している間

※６ 損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額（判決による遅延損害金を含みます）および訴訟費用等をお支払

いたします。法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき個人賠償責任保険金額が限度となります。

損害賠償金額等の決定については、あらかじめ三井住友海上の承認を必要とします。

日本国内において発生した事故については、被保険者のお申し出により、示談交渉をお引き受けいたします。

被保険者の範囲は、本人、配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情：内縁関係にある方を含みます）、同居の親族および

別居の未婚（＝これまでに婚姻歴がないことをいいます）の子となります。

以 上


